
第３２回田原市市民協働まちづくり会議 
 

 日時：令和４年３月２３日（水）１５時から 

                         場所：田原市役所南庁舎４階 政策会議室 

 

１ あいさつ 

 

 

２ 報告事項  

（１）令和３年度市民活動支援制度の活用状況について          【資料１】 

 

 

（２）令和４年度の市民活動支援制度(案)について               【資料２】 

 

 

（３）市民活動支援センターの運営について               【資料３】 

 

 

（４）市民活動だよりについて                     【資料４】 

・しみんのひろば開催 

・市民まちづくり講座開催 

 

（５）企業ボランティアについて                    【資料５】 

 

 

３ その他 

（１）各主体の取り組み（委員連絡票）                【資料６】 
 

 

 

（２）意見交換等                           【資料７】 

・市民協働まちづくり方針の見直しに向けて 

 

 

 



 

 

田原市市民協働まちづくり会議委員名簿 
任期：令和2年4月１日～令和4年3月31日 

 

番 

号 
職名 委員氏名 役 職 等 備 考  

１ 委員 渡会
わたらい

 美加子
み か こ

 － （公募） － 
１号委員 

（公募市民） 
 

２ 委員 橋本
はしもと

 聡
さと

恵
え

 － （公募） － 
１号委員 

（公募市民） 
 

３ 委員 水野
みずの

 一道
かずみち

 － （公募） － 
１号委員 

（公募市民） 
欠席 

４ 委員 樋口
ひぐち

 雄士
ゆうじ

 田原市地域コミュニティ連合会理事 
２号委員 

（市民活動団体） 
 

５ 委員 中内田
なかうちだ

 卓也
たくや

 田原青年会所理事室長 
２号委員 

（市民活動団体） 
 

６ 委員 鳥居
とりい

 和子
かずこ

 田原市ボランティア連絡協議会副会長 
２号委員 

（市民活動団体） 
 

７ 委員 本多
ほんだ

 ちえ子
こ

 田原市文化協会副会長 
２号委員 

（市民活動団体） 
欠席 

８ 委員 長坂
ながさか

 早苗
さなえ

 田原市体育協会会計 
２号委員 

（市民活動団体） 
欠席 

９ 委員 小澤
おざわ

 美穂子
み ほ こ

 ＮＰＯ法人たはら広場 
２号委員 

（市民活動団体） 
 

10 委員 髙崎
たかさき

 雄三
ゆうぞう

 田原市商工会副会長 
３号委員 

（事業者の団体） 
 

11 委員 木村
きむら

 俊
とし

晴
はる

 ＪＡ愛知みなみ代表理事専務 
３号委員 

（事業者の団体） 
 

12 委員 石川
いしかわ

 恵史
けいし

 田原市企画部長 
４号委員 

（市の機関） 
 

13 委員 藤井
ふじい

 吉
よし

隆
たか

 愛知大学地域政策学部 
５号委員 

（学識経験者） 
 

                                                                                                                                                  各団体の役員改選に伴い、新たに５名（ゴシック）の委員が異動・就任しています。 

 

【事務局】 

企画部 企画課 
松井 茂明（課長） 

河口 圭子（課長補佐兼係長） 

下形 めぐみ（主事補） 

 



 

田原市市民協働まちづくり会議 配席表 
 

 

 

委員  渡会 美加子 

（公募委員） 

企画課長 

松井 茂明 

委員  髙崎 雄三  

（田原市商工会） 

出入り口 

  委員 藤井 吉隆 

（愛知大学地域政策学部） 

委員  小澤 美穂子 

（ＮＰＯ法人たはら広場） 

委員  石川 恵史 

（田原市企画部） 

主事補  

下形 めぐみ    

課長補佐兼係長 

河口 圭子 

事務局（企画課） 

委員 樋口 雄士 

（田原市地域コミュニティ連合会） 

委員  木村 俊晴 

（ＪＡ愛知みなみ） 

委員  鳥居 和子 

（田原市ボランティア連絡協議会） 

委員  中内田 卓也 

（田原青年会議所） 

委員  橋本 聡恵 

（公募委員） 
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令和３年度 市民活動支援制度の活用状況 

１ 市民協働まちづくり事業補助金                        

   

（１） 通常枠 

市内の市民活動団体が行う公益的な事業（地域づくり、福祉、環境保全等）の事業費の一部

を支援する制度。団体の自立を促し、目的実現を支援するため、補助は３年を限度としている。 

（補助率１／２、上限２０万円） 

 

補助額５万円以上２０万円以下（補助対象経費２０万円以上）の事業 

団体名・「事業名」 事業内容 
補助額 

（補助対象経費） 
事業担当課 

崋山劇上演実行委員会 

 

「崋山劇上演事業」 

 郷土田原の先覚者・渡辺崋山の没

後 180 年の令和３年 12 月に、その

記念行事として崋山劇を上演する。 

 事業を通じて、全国に向けて人間

崋山の知られざる魅力を発信する

とともに、田原市のまちづくり、文

化の風おこしに寄与する。 

200,000 円 

(4,116,532 円） 
文化財課 

 

（２）少額枠 

補助額５万円未満（補助対象経費１０万円未満）の事業  

団体名・「事業名」 事業内容 
補助額 

（補助対象経費） 
事業担当課 

豊橋みなみおやこ劇場 

 

「永野むつみ氏講演会実施

事業」 

 人形劇団「ぴぽぽたあむ」代表の

永野むつみ氏を講演会に招き、さま

ざまな子どもの事例をお話してい

ただく。講演会を通じて、我が子や

自分の関わる子どもたちに関心を

寄せ、子どもたちはどんな存在なの

か、自分はどんな子育てや関わりを

持ちたいのかを、参加者に自ら発見

してもらうことを目的とする。 

42,000 円 

(85,288 円） 
子育て支援課 

 

（３）新規団体枠 

 新しく設立された団体の活動経費の一部を支援するもので、市民活動団体の新しい担い手づく

りを目的とする。（補助率１０／１０、上限５万円） 

 ◆当該年度に設立満２年に満たない団体 

→応募団体なし 

 

（４）チャレンジ枠 

市民活動の担い手を増やし、地域活性化につなげることを目的として、青年層の市民による公

益活動を支援する制度。若者が公益活動にチャレンジし、楽しみながらまちづくりに取り組める

ことを期待。（補助率１／２、上限１０万円） 

◆おおむね１８～４０歳の市民５人以上で構成される団体 

→応募団体なし 

（５）人材養成枠 

資料１ 
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 団体の活動に関する専門知識を習得する講座・研修等で、公益活動の推進に有効なものへの参

加費や旅費を支援する制度。 

 

【講座】 

 →応募団体なし 

 

【視察枠】 

 →応募団体なし 

 

２ 市民提案型委託事業制度                             

 市民活動団体からの提案による事業の委託制度。市から目的を決めて募集する「テーマ提示型」

と、団体が分野や取り組みを自ら考えて提案する「自由テーマ型」がある。 

 ４月号広報及び田原市ホームページで周知 

 

【テーマ提示型】 

（１） 募集期間  ４月１日 ～ ５月３１日 

（２） 募集テーマ 男女共同参画啓発事業（委託費上限：130,000 円） 

 

→応募団体なし 

 

【自由テーマ型】 

（１）募集期間  ４月１日 ～ ７月３０日 

 

 →応募団体なし 

 

３ 社会貢献活動災害補償制度                            

市では市民公益活動（社会貢献活動）中の万一の事故に対して、田原市社会貢献活動災害補償

制度により、一定額の補償を準備し、活動者又はその指導者が安心して活動していただくことに

より、市民協働のまちづくりの促進を図る。 

 

【制度活用状況】 

  

 傷害事故 損害賠償 合計 

令和元年度 １５件 １件 １６件 

令和２年度 ４件 １件 ５件 

令和３年度 ５件 １件 ６件 



 
  

資料１ 
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健康福祉・環境保全・地域づくりなどの公益活動を行う市民活

動団体さんを応援する制度です。市民感覚の柔軟な発想で、社

会に役立つ活動を提案してみましょう！ 

【募集期間】 

① 通常枠（補助対象経費 10 万円以上） 

  令和４年 2 月９(水)～3 月 1１日(金) 

② 少額枠（補助対象経費 10 万円未満） 

令和４年 2 月９(水)～令和５年 1 月 2７日(金)  

随時受付（予算額に達し次第終了） 

 

③新規団体枠 

新たに仲間を募って立ち上がった市民活動団体さんを応援す

る制度です。ぜひご活用ください。 

【募集期間】 

令和４年 2 月９(水)～令和５年 1 月 2７日(金) 

随時受付（予算額に達し次第終了） 

 

 

 

 
市民活動団体さんが提案した地域の課題を 

解決するための事業を、市と団体が委託契約を結び、実施します。 

【テーマ提示型】 
【令和４年度募集テーマ】 

男女共同参画啓発事業 

男女共同参画を市民の方に広く知ってもらうための講座の企 

画、開催やパンフレットの作成など 

【募集期間】 

令和４年４月１日（金）～５月３１日（火） 

【選考方法】 

書類審査、非公開審査会 

 

 

【自由テーマ型】 
「市の事業でこんなイベントがあればいいのに！」 

ツイッターやフェイスブックの活用講座の企画など、 

皆さんの自由な発想でご提案ください。 

【募集期間】 

令和４年４月１日（金）～７月２９日（金） 

【選考方法】 

 書類審査、非公開審査会 

田原市では、市民参画・協働のまちづくりを促進するため、 

市民の皆さんが実施する公益的な活動を支援するための補助金制度を設けています。 

ぜひ、あなたの市民活動にご活用ください。 

 

⑤人材養成枠 
市民活動団体さんの活動に関連する講座等の受講費用を補助する

「講座枠」と、先進的な事例の視察・調査のための費用を補助す

る「視察枠」の 2 本柱です。やる気・熱意のある方を応援します！ 

【募集期間】 

令和４年 2 月９(水)～令和５年 1 月 2７日(金)  

随時受付（予算額に達し次第終了） 

※講座枠、視察枠ともに同じです。 

 

団体の活動を活発にするため

に、スキルアップしたい！ 

④チャレンジ枠 
40 歳以下の若い世代の市民活動団体さんを応援する制度です。 

フレッシュさ溢れる斬新なアイデアで、仲間と一緒に楽しみ 

ながら市民活動をしてみませんか？ 

【募集期間】 

令和４年 2 月９(水)～令和５年 1 月 2７日(金)  

随時受付（予算額に達し次第終了） 

市民協働まちづくり事業補助金 

みんなで社会に役立つ 

活動がしたい！ 

☆それぞれの補助金、委託制度の詳細な募集概要は、

市ホームページや広報たはらで紹介しています。 

市役所の仕事を 

わたしたちでやってみたいな！ 

市民活動を始めてみたけど、 

活動資金のやりくりが難しい… 

地元の仲間と、職場の同僚と… 

市民活動にチャレンジ！！ 

市民提案型委託制度 

 資料２ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

田原市市民協働まちづくり条例の施行に伴い、市民活動団体による市民公益活動に取り組みやすい

環境を整える市の責務が明確化されました。市では市民公益活動（社会貢献活動）中の万一の事故

に対して、田原市社会貢献活動災害補償制度により、一定額の補償を準備し、活動者又はその指導

者が安心して活動していただくことにより、市民協働のまちづくりの促進を図ります。 

田原市社会貢献活動災害補償制度 

市民活動に関する相談、支援等を行っています 

■田原文化会館フリースペース TEL 0531-22-1111（内線 812）※開設時のみ 
 開設日時 火曜日・土曜日 12:00～1６:00   

ＨＰ：http://www.city.tahara.aichi.jp/kyoudou/ E-mail：shiminkatsudo@city.tahara.aichi.jp 

 

■田原市役所企画課（南庁舎 3 階） TEL 0531-23-3507 FAX 0531-23-0669  
 開設日時 平日 8:30～17:15 

E-mail：kyoudou@city.tahara.aichi.jp 

 

田原市民活動支援センター 

補償対象となる団体 

ホームページ 

広報たはら 市民活動だより 

補償対象となる活動 

市内に活動拠点を置く５人以上で構成する市が認めた団体（地域

コミュニティ、体育協会、文化協会、市や社会福祉協議会が事務

局を担う団体など 詳しくは市民協働課へお問合せください。）

で、継続的に活動し、その責任者が明確になっている団体。※市

外居住者が構成員の過半数を占める団体を除く。 

センター発行紙 

補償対象団体が自主的に取り組む

社会貢献活動で、計画的、継続的

又は臨時的な直接的活動です。 

Facebook YouTube 

情報発信 

どすごいネット 



 

田原市民活動支援センターの運営について 
 

【１】田原市民活動支援センターの運営状況 
（１）設置目的 

市民活動の活性化を図るため、平成１９年度に設置 
 

○市民活動団体に対する情報の提供 

○市民、団体間の交流促進 

○その他支援による市民活動の推進 

（２）設置場所及び設備 

○場所：田原文化会館フリースペース内 約 15 ㎡ 

○設備：カウンターテーブル、掲示板、閲覧用パソコン、電話（内線）、メールアドレス、印刷機 等 

（３）運営体制の経緯 
 運営方式 日時等 

Ｈ19～21 
《業務委託》 

特定非営利活動法人たはら広場 
金・土・日曜日／午後２時～７時 

Ｈ22～ 
《市直営》 

市民活動推進スタッフ（嘱託員）、市民協働課職員 
金・土・日曜日／午後２時～７時 

Ｈ23～ 
《市直営》 

市民活動推進スタッフ（嘱託員）、市民協働課職員 
火・金・土曜日／午後２時～７時 

Ｈ27～ 
《市直営》 

市民活動推進スタッフ（嘱託員）、市民協働課職員 

火・金／午後１時～６時 

土曜日・祝日／正午～５時 

H28.4～H28.6 
《市直営》 

企画課協働係職員 

火・金／午後１時～６時 

土曜日・祝日／正午～５時 

H28.7～H29.4 
《市直営》 

企画課協働係職員 

土曜日（原則：第１・３・５） 

／午後１時～午後５時 

H29.5～H31.3 
《業務委託》 

たはら市民活動応援隊 

火曜日／午後１時～６時 

土曜日／正午～午後５時 

H31.4～R4.3 
《業務委託》 

たはら市民活動応援隊 
火曜日／正午～午後 4 時 

土曜日／正午～午後 4 時 

R4.4～R5.3 
《業務委託》 

 

火曜日／正午～午後 4 時 

土曜日／正午～午後 4 時 

 

(４)運営内容 

○市民活動相談、情報紙発行、広報記事作成、ホームページ運営、市民活動団体交流会支援、

東三河市民活動推進協議会への協力、印刷機利用受付 等 

 

(５) 相談件数推移 

※平成 28年度からは、相談件数集計から館内案内や雑談など軽微なものを除いている。 

 平成 29年度からは、相談件数集計から印刷機の利用を除き、相談対応のみとしている。 

 

(６)主な相談内容 

○活動相談 →ＮＰＯ設立・手続き関係はどうしたらいいか 

○補助金関連 →市補助金の申請相談／各種助成制度の情報収集 

○広報 →市広報媒体への掲載依頼等 

○一般 →情報交換 

○市民活動団体交流会 →イベント出展等の相談 

 

年度 20 21 22 23 2４ 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 

総件数 113 108 115 114 108 87 102 155 16 15 92 84 （4.5 休）49 （39） 

資料３  



【２】令和４年度の運営体制(予定) 

田原市民活動支援センターは、田原市内で幅広く活動する市民活動団体に対して中間支援業務、

市民協働を実践する人材育成、団体間の交流促進などを行うことにより、団体の自立と活動の充実、

市民と行政との協働によるまちづくりの推進を目的として設立された。 

平成２８年度は、平成２７年度まで従事していた市民活動推進スタッフ（嘱託員）の予算確保ができ

ず、企画課協働係の職員２名で第１・３・５土曜日のみ従事していた。市民活動支援サービスの低下を

避けるため、センター運営の手法等についての検討が喫緊の課題であったが、平成２９年度には、運

営体制を見直し、市民活動団体へセンター業務の委託を行った。 

その後も同様に業務委託を行い、令和４年度についても、業務委託とし運営団体の公募を行う。 

 

（１）委託団体 ： 公募（たはら市民活動応援隊） 

（２）委託期間 ： 令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

（３）開 設 日 ： 毎週火・土曜日／正午～午後４時 

※令和３年度  火・土／正午～午後４時  

（印刷機利用等･･･文化会館開館日／午前９時～午後５時） 

（４）委託金額 ： ４７０，０００円（予算）※令和３年度：４７０，０００円 

   【積算の根拠】 

    ・センター開設業務   １，０００円×４時間×９８日＝３９２，０００円 

    ・しみんのひろば(市民活動団体交流事業)企画運営 

      １，０００円×６６時間＝    ６６，０００円 

    ・事務用品                       １２，０００円 

                              計４７０，０００円 

（５） 委託内容 

① 市民活動に関する相談及び助言 

② 市民活動を行う人材の育成及び支援 

ア 市助成金の周知と相談支援 

イ 各種民間助成金情報の周知と相談支援 

ウ 市民及び市民活動団体を対象とした講座の開催 

エ 市民活動団体間の交流及び市民活動への参加啓発を目的としたイベントの企画及び運営 

③ 市民活動に関する情報の収集、提供及び発信 

ア 市民活動の取材 

イ 市内外の市民活動に関する情報の周知 

ウ 市民活動だよりの原稿作成（年１回） 

エ 広報たはらの原稿作成 

オ メールマガジンの発行（月２回以上） 

カ ＳＮＳを活用した情報発信（月２回以上） 

キ どすごいネットを活用した情報の収集及び発信 

 







企業ボランティアの紹介  

●トヨタ自動車田原工場ボランティア(折り紙)

番号 作品 数量 届け先 届け日

1 七夕飾り 1,500 市内保育園等 ６月

2 ハロウィン 1,500 市内保育園等 １０月

3 サンタ 1,500 市内保育園等 １２月

資料５  



各委員の取組状況・意見 
 

１ ボランティア連絡協議会 鳥居和子 委員 

 ３月１９日に、田原市図書館主催の手話付き絵本朗読会が田原文化ホールで行われました。 

そこで、ボランティア連協所属の手話サークルでんでん虫が手話通訳を行いました。 

手話サークルでんでん虫は、「はじまりはありがとう」の歌に合わせて手話動画を作成しまし

た。動画は、田原市内の有名スポットで撮影し、雪の中、風の中、海、山、温室と数人に分

かれて何日もかかっての撮影でしたので、出来あがりが楽しみです。 

コロナで蔓延防止の中、マスク、消毒大変でしたが、密にならず気を付けて練習し、１９日

の発表を楽しみにしています。 

なかなか自由に皆さんと会えない中、同じ趣味で一つのことを成し遂げる達成感はなにより

もうれしく思いました。 

早く、安全に皆さんがボランティア活動を出来ることを願っています。 

 

 

資料６ 
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市民協働まちづくり方針の見直しに向けて 

◆平成２９年度に改定した本方針については、平成３０年度～令和９年度の１０年間を目標としています。 

来年度中に中間見直しを行う予定となっていますので、近年の大きな変化等お気づきの事項がありましたらご意見をお願いします。 

第４章（６つの指針）関連 H２９年度改定の際に抽出した意見(参考) 

１ 市民等の役割

の実現 

①市民や団体、事業者の行政参加や公益

的な取組みの現状 

②近年の大きな変化 

市民公益活動への参加 

・興味を持つ分野には参加するが、興味のない分野に対してはなかなか参加できない。 

・市民は、余裕がなく活動に参加することが難しい。また、どんな活動が行われているかわからな

いので参加が広がらないように感じられる。 

・市民活動に真剣みが感じられず、取組みをする気持ちが少ない人が多いと思われる。 

・役目としてやらなければいけないことは理解できるが、自主的となると積極性に欠ける人が多い

ように感じられる。 

・イベントや行事に参加・協力する際、地域の人とのふれあいや絆、楽しさがあることで参加者の

拡大と継続につながる。 

活動ＰＲ・信頼性の向上 

・市民が利用している情報供給媒体は様々である。広報や、ホームページ、ＳＮＳなどの効果的な

情報伝達手段でＰＲを図る必要がある。 

・市民の必要とする活動をすることが、信頼性の向上につながる。 

・団体は、定年退職をした人に、退職後の生きがいを創出するために市民活動への参加を呼びかけ

る必要がある。 

・何のために市民公益活動をするのかが理解されていない。 

・市民活動（協働）のＰＲ方法の改善が必要。文字の説明ではわかりにくいので、マンガや動画で

説明する。 

・ＳＮＳやインターネットを利用し、日常的なツールの拡大を図る。 

事業活動による社会貢献 

・事業者は、事業者間の連携・協力で社会貢献活動を行うことで、地域と事業者が活性化され、そ

の従業員にも達成感の効果が表れる。 

資料７ 



２ 行政参加・協働

の推進 

①行政情報の提供の現状 

②市民意識調査、市民意見の反映 

③公募委員等の現状 

④委託等の現状 

行政活動への市民参加の拡大 

・イベントや行事に参加・協力する際、地域の人とのふれあいや絆、楽しさがあることで参加者の

拡大と継続につながる。（再掲） 

３ 市民間協働の

推進 

①市民、団体の連携状況 市民公益活動における連携・協力・援助 

・市民活動団体は、広域で連携し、情報交換や意見交換をおこない、必要な場所に必要な公益活動

が行えるようするとよい。 

４ 市民公益活動

の支援 

①施設整備・利用等の現状 

②市民活動の情報発信の現状 

③人的支援、財政的支援等の現状 

④市民間交流の現状 

市民活動団体の加入・活動参加 

・コミュニティの役員が数年で交代するので、ＮＰＯ団体等が連携を持ちかけても継続性に欠ける。 

・コミュニティと市民活動の仕組みの違いを互いに理解しあい、双方の利点と足りないところを評

価しあうことが必要である。 

・地域資源を活用して活動する方法を探る必要がある。 

・コミュニティ団体と市民活動団体が新しいルールをつくる必要がある。 

・老人会や子ども会の活動参加が衰退化している。 

・ＰＲに関して、市のＨＰや行政機関での告知だけでなく、民間事業者と協力、連携して、掲示板

等で告知することも良いのではないか。 

５ 地域コミュニ

ティ活動の振

興 

①市民、団体、事業者の地域活動への参

加の現状 

②地域コミュニティ振興策の現状 

③地域コミュニティ団体の意見の反映 

④地域コミュニティの現状課題 

⑤地域間、各種団体との連携状況 

⑥住民の意見集約の現状 

 

 

６ 市民協働まち

づくり基金の

活用 

①寄付金募集についての考え方 

②基金運用益の充当についての考え方 

 

 

 


